
青梅市告示第１０１号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定に

もとづく不動産または不動産に関する権利等を保有する下記の地縁による

団体において、同条第１０項の規定により告示した内容に変更が生じ、同

条第１１項の規定にもとづく届出があったので、同条第１０項の規定によ

り変更の告示をする。

令和８年６月１２日

青梅市長 大勢待 利 明

記

１ 梅郷４丁目自治会

(1) 告 示 日 平成１１年６月７日

(2) 事 務 所 東京都青梅市梅郷４丁目５８９番地の１

(3) 変更があった事項およびその内容

(4) 変更の年月日 令和８年４月１８日

(5) 変 更 の 理 由 改選による。

区 分 変 更 前 変 更 後

代表者の氏名 須 﨑 寿 一 内 田 章

代表者の住所
東京都青梅市梅郷

４丁目７０８番地の１

東京都青梅市梅郷

５丁目９４３番地の４



２ 裏宿町自治会

(1) 告 示 日 平成６年１月２５日

(2) 事 務 所 東京都青梅市裏宿町７１１番地の１

(3) 変更があった事項およびその内容

(4) 変更の年月日 令和８年３月１日

(5) 変 更 の 理 由 改選による。

３ 柚木町二丁目自治会

(1) 告 示 日 平成９年２月２４日

(2) 事 務 所 東京都青梅市柚木町２丁目３１３番地の２

(3) 変更があった事項およびその内容

(4) 変更の年月日 令和８年４月１１日

(5) 変 更 の 理 由 改選による。

４ 御岳２丁目自治会

(1) 告 示 日 平成６年１月２５日

(2) 事 務 所 東京都青梅市御岳２丁目２９７番地

(3) 変更があった事項およびその内容

(4) 変更の年月日 令和８年４月１日

(5) 変 更 の 理 由 改選による。

区 分 変 更 前 変 更 後

代表者の氏名 内 田 紀 弘 金 子 良 治

代表者の住所
東京都青梅市裏宿町

９０３番地の２

東京都青梅市裏宿町

７０４番地の５

区 分 変 更 前 変 更 後

代表者の氏名 木 下 晋 木 下 堅 吉

代表者の住所
東京都青梅市柚木町

２丁目４５３番地の１

東京都青梅市柚木町

２丁目４９４番地の１

区 分 変 更 前 変 更 後

代表者の氏名 青 木 勝 斉 藤 隆

代表者の住所
東京都青梅市御岳

２丁目４４９番地の１

東京都青梅市御岳

２丁目３９８番地



５ 青梅本町自治会

(1) 告 示 日 平成１７年３月３１日

(2) 事 務 所 東京都青梅市本町１５９番地の２

(3) 変更があった事項およびその内容

(4) 変更の年月日 令和８年４月１日

(5) 変 更 の 理 由 改選による。

６ 吹上自治会

(1) 告 示 日 平成６年９月１３日

(2) 事 務 所 東京都青梅市吹上２４７番地の１

(3) 変更があった事項およびその内容

(4) 変更の年月日 令和８年３月１５日

(5) 変 更 の 理 由 改選による。

７ 仲町自治会

(1) 告 示 日 平成１０年１月１２日

(2) 事 務 所 東京都青梅市仲町２７８番地の１１

(3) 変更があった事項およびその内容

(4) 変更の年月日 令和８年４月１日

(5) 変 更 の 理 由 改選による。

以 上

区 分 変 更 前 変 更 後

代表者の氏名 飯 倉 正 仁 木 村 俊 行

代表者の住所

東京都青梅市本町１２１

番地の１ サンレイ青梅

４０２

東京都青青梅市本町１３０番地の

１ ダイアパレスステー

ションプラザ青梅６０７

区 分 変 更 前 変 更 後

代表者の氏名 増 田 太 一 樋 口 篤 史

代表者の住所
東京都青梅市吹上

３８８番地

東京都青梅市吹上

２０９番地の６

区 分 変 更 前 変 更 後

代表者の氏名 福 元 雅 巳 小 峰 輝 男

代表者の住所
東京都青梅市仲町

２２６番地の１０

東京都青梅市仲町

２５６番地の１４


